
役員及び評議員の報酬等に関する規程 

 

（総則） 

第１条 この規程は、公益財団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）定款第１５条及び第

３３条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定め、も

って、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）並びに公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）の規定に照らし、

妥当性と透明性の確保を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 役員 理事及び監事をいう。 

（２） 常勤役員 役員のうち、公社を主たる勤務場所とする者をいう。 

（３） 非常勤役員 常勤役員以外の役員をいう。 

（４） 報酬 公社が職務遂行の対価として支払うものをいう。 

（５） 費用 職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費（宿泊費を含む。）及び手数料等

の経費をいう。 

 

（報酬） 

第３条 常勤役員に対しては、別表第１に定める年度報酬額を支給する。ただし、公社の「職員

の給与に関する規程」に基づき給与の支給を受ける役員には、支給しない。 

２ 前項の規定に関わらず、公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例（平成１３年東京

都条例第１３３号）第２条第１項の規定により東京都から派遣されたもののうち、職員の派遣

に関する取決め書（５環総総第１９０６号）第２１条に規定される理事長及び常務理事につい

ては、職員の給与に関する条例（昭和２６年東京都条例第７５号）の例により支給する。 

３ 評議員及び非常勤役員に対しては、評議員会、理事会、その他の必要な会議等への出席１回

ごとに別表第２に定める定額を報酬として支給する。ただし、報酬を辞退する者については、

支給しないことができる。 

 

（常勤役員の報酬の支払日及び支払の方法等） 

第４条 常勤役員の報酬は、毎月支給するものとし、支給日、支給の方法、控除する金額及びそ

の他については、この規程に定めるもののほか、公社の「職員の給与に関する規程」の例によ

る。 

 



（日割計算による報酬の額） 

第５条 新たに常勤役員となった者には、その日から報酬を支払う。 

２ 常勤役員が退職、解任又は死亡したときは、その日まで報酬を支払う。 

３ 前２項の規定による報酬を支払う場合であって、月の初日から支払うとき以外のとき、又は

その月の末日まで支払うとき以外のときは、その報酬の額をその月の現日数から勤務を要しな 

い日及び休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。 

 

（通勤手当等） 

第６条 常勤役員には、第３条第１項に定める報酬のほか、通勤手当を支給するものとし、その

額、支払日及び支払の方法等については、公社の「職員の給与に関する規程」中の通勤手当に

関する規定を準用する。 

２ 役員が旅行する場合における旅費については、公社の「旅費支給規程」に定めるところによ

る。また、評議員についても役員と同様とする。 

 

（費用） 

第７条 役員及び評議員には、その職務を行うにために必要な費用を弁償することができる。ま 

た、前払いを要するものについてはこれを前もって支払うことができるものとする。 

 

（公表） 

第８条 公社は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平

成１８年法律第４９号）第５条第１３号に規定する報酬等の支給の基準として公表するものと

する。 

 

（変更又は廃止） 

第９条 この規程を変更し、又は廃止するときは、評議員会の決議により行う。 

 

（補則） 

第１０条 この規程の実施に関して必要な事項は、公社理事長が別に定める。 

  



別表第１ （第３条第１項関係） 

常勤役員の年度報酬額 

 役 職 年度報酬額（１人あたり） 

常勤役員の勤務形態に応じた

報酬等 

理事長 １４，７２０，０００円 

常務理事 １１，９５０，０００円 

報酬等の額の算定方法 
報酬等の額は、経営状況、経営目標の達成状況、業績評価結果

等に基づき、算定する。 

 

別表第２ （第３条第２項関係） 

評議員及び非常勤役員の１人あたりの１回の会議等の出席に対する報酬の額並びに年度総額 

 役職 １人１回の報酬額 毎年度の総額 

評議員及び非常勤役員の

勤務形態に応じた報酬等 

評議員 １５，０００円 ８３０，０００円 

非常勤役員 
理事 １５，０００円 ８４０，０００円 

監事 １５，０００円 ２１０，０００円 

 


